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2 0 1 9 年 3 月 25 日 

就 職 問 題 懇 談 会 

 

２０２０年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者 

に係る就職について（申合せ） 

 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）は、グローバル化や情

報通信技術の急激な進展により、社会構造が大きく変化している状況の中で、学生に

このような社会に対応し、未来を切り拓いていけるような高い学力と豊かな人間性を

身につけさせた上で、社会に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすた

めには、正常な学校教育と学生の学修環境を確保することが不可欠である。 

その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、２０２０年度卒

業・修了予定者の就職活動の秩序を維持し、学生の就職機会の均等を期するため、

各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせる。 

この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこ

れを実行することを確認する。 

なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇

談会として企業に対し別紙の通り協力要請を行う。その際、大学側、企業側双方にお

いて申合せに沿って対応がなされているかについて、確認を行う。 

記 

１．各大学等は、以下の就職・採用活動の日程を遵守するとともに、企業等に対して、

その遵守を要請する。 

   ・広報活動開始i  ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

   ・採用選考活動開始ii ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

   ・正式な内定日  ： 卒業・修了年度の１０月１日以降 

 

２．各大学等は、就職・採用活動に関する本申合せの大きな目的の一つが、学生の学

修時間の確保や留学などの多様な経験を得る機会の確保など、学生の学修環境の整

備であることを再度認識する。その上で、学生に対して、関連情報の周知や情報提

供に努めるとともに、個別の相談や指導等を行い、場合によっては企業に具体的な

対応を要請するなど、きめ細やかな支援を行う。 

 

３．各大学等は、インターンシップの本来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高めるこ

とに努める。また、「インターンシップ」と称した会社説明会や採用選考活動と捉え

られる行事等を行わないよう、企業等に要請する。 

 

４．各大学等は、採用選考において学生の学業への取組状況を適切に評価するよう企

業等に要請する。  
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具体的取組 

 

１．就職・採用活動の円滑な実施 

（１）学生への周知・情報提供 

① 就職・採用活動に関して注意すべき点の十分な周知 

  各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用活動の時期等に

ついて、その趣旨を含めて、学生に対して十分に周知すること。特に、採用

選考活動が授業期間と重複するスケジュールであることを踏まえ、学生個々

の学業と採用選考関係の日程が重複する場合には、採用選考関係の日程調整

に関して企業等に相談することが可能であること、留学や教育実習等を希望

する際は注意が必要であること等を周知・指導すること。 

② 就職関連情報の積極的な提供 

学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は学部・分野別の就

職実績等の情報の積極的な提供に努めること。また、海外への留学や外国人

留学生の受入れを積極的に進めている大学等は、日本人海外留学者iiiや外国

人留学生に対し、企業での採用に関する情報提供を積極的に行い、就職活動

において不利にならないよう配慮すること。 

 

（２）就職・採用活動スケジュールに関する留意事項 

  就職・採用活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、「学

校推薦」、「正式内定開始日」について、大学等として遵守するよう徹底する

こと。 

① 「企業説明会」の取扱い 

  卒業・修了前年度３月１日より前は、学内及び学外で企業等が実施する「企

業説明会」に対して会場提供や協力を行わないこと。（なお、「企業説明会」

とは「会社説明会」、「学内セミナー」等の名称に関わらず、採用を目的とし

て事前に採用予定数や選考スケジュールなどの採用情報を広く学生に発信す

るための説明会を指す。）この点、キャリア教育と称して、実態が特定の企

業の説明とならないよう、特に留意すること。 

② 学校推薦の取扱い 

 学校推薦は、卒業・修了年度６月１日以降とすることを徹底すること。 

③ 正式内定開始日の周知 

  正式内定日は、卒業・修了年度の１０月１日以降である旨学生に徹底する。

正式内定に至るまでの間においては、複数の内々定の状態が継続しないよう、

学生を指導するとともに、９月３０日以前の内々定は学生を拘束しないもの

である旨徹底すること。 
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２．就職・採用活動の公平・公正の確保について 

（１）インターンシップ 

インターンシップとは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え

方」（以下、「三省合意」という）では「学生が在学中に自らの専攻、将来のキ

ャリアに関連した就業体験を行うこと」としており、あくまでも教育プログラ

ムであり、原則、就職・採用活動そのものではないということを学生に対して

周知すること。また、大学等が実施に関わる場合は、「三省合意」iv及び「留意

点について」vを踏まえ、適切に実施することを徹底する。インターンシップと

称するが、実質的に就業体験が伴わず業務説明の場となっているものについて

は、学生に対してインターンシップではない旨を周知するとともに、これを理

由に授業等を欠席することは認めないことが望ましい。 

また、不適切な取組が行われていることを確認した場合には、各大学等にお

いて、今後の学生への指導等に使用すること。 

なお、2020 年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開

始期日以後に実施されるインターンシップで、あらかじめ広報活動・採用選考

活動の趣旨を含むことが示されている場合には、この限りではない。 

 

３．その他の事項について 

（１）各大学等における職員採用の対応 

   企業等への就職・採用活動のみならず、各大学等における職員採用において

も、本申合せを踏まえた対応を行うこと。 

 

（２）「申合せ」の内容の周知 

各大学等は、「申合せ」の内容について、学内の教職員はもとより、学生へ

の周知徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応すること。 

また、企業等に対しても、「申合せ」の内容の周知を図ること。各大学等に

よる企業等への直接的な要請は「申合せ」の趣旨の理解促進に極めて重要であ

るため、各大学は主体的に上記に取り組み、一層の周知徹底に努めること。 
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ⅰ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して

広く発信していく活動を指す。その開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは就職情報

会社の運営するサイトで学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。また、

会社説明会などのように、選考活動と異なり学生が自主的に参加又は不参加を決定すること

ができるイベントなどの実施に当たっては、その後の選考活動に影響しない旨を明示すると

ともに、学事日程に十分配慮すること。開始時点より前には、ホームページにおける文字や

写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数

に向けた情報発信にとどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した活動は行わないこ

と。なお、広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えない。 

 
ⅱ  採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。具

体的には、選考の意思をもって学生の順位付けまたは選抜を行うもの、あるいは、当該活動

に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こうした活動のうち、時

間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。 
 

ⅲ   2020 年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用活動の日程と重複する者など。 
 

ⅳ  「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（平成 27年 12 月 10 日一部改正 文

部科学省、厚生労働省、経済産業省）（抜粋） 

インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行わ

れることにより、インターンシップ全体に対する信頼性を失わせるようなことにならない

よう、インターンシップに関わる者それぞれが留意することが、今後のインターンシップ

の推進に当たって重要である。 
 
Ⅴ 「インターンシップの更なる充実に向けて 議論のとりまとめ」等を踏まえた「インターンシ

ップの推進に当たっての基本的考え方」に係る留意点について～より教育的効果の高いイン

ターンシップの推進に向けて～（平成 29 年 10 月 25 日 文部科学省、厚生労働省、経済産業

省）（抜粋） 

１．就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行うことは適切ではな

い 

インターンシップについては、就業体験を伴うことが必要です。一方で、いわゆるワン

デーインターンシップなど短期間で実施されるプログラムの中には、就業体験を伴わず、

企業等の業務説明の場となっているものが存在することが懸念されます。 

インターンシップの信頼性の確保や教育効果の向上のため、こうしたプログラムをイン

ターンシップと称して行うことがないようご留意ください。また、就業体験を伴わないプ

ログラムについては、インターンシップと称さず、実態に合った別の名称（例：セミナ

ー、企業見学会）を用いてくださいますようよろしくお願いいたします。 

２．より教育効果の高いインターンシップの推進を図る 

 （略） 

インターンシップを正規の教育課程に位置付ける場合には、「基本的考え方」に則りつ

つ、インターンシップの実施期間については、より教育効果を高める観点から、５日間以

上の実習期間を担保することが望まれます。 

地域の事情や企業規模等により、連続した５日間の実習が困難な場合は、事前・事後学

習との組み合わせや、５日間で複数の企業において実習を行う等の形態も可能であると考

えられますが、教育プログラムとして単位認定を行うものであれば、可能な限り連続した

５日間とするなど、一定期間のまとまりにより職業生活を体験することが有益であると考

えられます。 
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（別紙） 

2019 年 3 月 25 日 

就職問題懇談会 

 

２０２０年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者 

に係る就職について（企業等への要請事項） 

 

 就職問題懇談会は、学生が大学等において学問をしっかりと修めることが、社会や

企業にとっても有意義であると考える。このため、学生が安心して学業に専念できる

よう、学修環境の確保を前提とした採用選考活動を実施いただきたく、以下の点を要

請する。  

なお、要請に沿わない事例を把握した大学等においては事例の収集に努め、就職問

題懇談会として、必要に応じて改善を要請する場合もある。 

 

（１）就職・採用活動開始時期の遵守 

   以下の就職・採用活動日程を遵守すること。 

   ・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

   ・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

   ・正式な内定日    ： 卒業・修了年度の１０月１日以降 

   また、採用選考活動開始前に早期の採用の内々定を出すことも学生の学修環

境に強い影響を及ぼすこととなるので、実施しないこと。 

 

（２）学生の学業への配慮 

企業等が学期期間中に採用選考活動を実施する場合には、当該活動が学業の

妨げとならないよう、以下の点に配慮すること。 

①授業、試験、留学、教育実習等と採用選考活動が重複する場合は、学生から

の求めに応じ、個別的な採用選考日時の変更など必要な対応を明示的に行う

こと。また、土日祝日や平日の夕方の活用も取り入れるなど、学生の学修環

境を損なうことのないよう極力柔軟に対応すること。 

②大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、それが採用選考   

において不利とならないよう配慮すること。 

③2020 年度は東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されているため、

面接や試験の実施に際して、地方の学生が宿泊施設を手配する際に困難を伴

うことや、面接や試験の予定日が学生ボランティアの研修日程等と重複する

こと等の事態も想定される。ついては、学生個々の事情に十分配慮して、採

用選考に柔軟な対応を行うこと。 
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（３）雇用の機会均等、多様な選考機会の提供 

労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法、その指針の趣旨や障害者雇

用促進法等に則って採用選考活動を行うこと。特に、総合職採用における女

子学生や、障害のある学生への配慮、あるいは学生が持つ多様性の尊重など、

適切に対応すること。 

また、日本人海外留学者ⅲや外国人留学生向けの取組を各企業の必要に応じ

て行い、取組を行っている企業は、様々な募集の機会について周知すること。 

 

（４）職業の選択の自由を妨げる行為等の抑制、公平・公正な採用の徹底 

必要な人材確保に熱心になるあまり、 

①正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思

確認書類の提出を求めること、 

②６月１日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会や

行事等を実施すること、 

③自社の内々定と引き替えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要す

ること 

など、学生の職業の選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職

活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為は厳に慎むこと。 

また、採用選考活動等で差別的な取り扱いが行われないよう、学生に対し

て、就職差別につながる恐れのある項目を含む「会社指定書類」《エントリー

シート等を含む》、「戸籍謄（抄）本」、「住民票」等の提出を求めないこと。 

面接においても同様に就職差別につながる恐れのある内容の質問等をしな

いこと。 

さらに、予め示された必要書類以外のものを選考の最終段階や内々定後に

求めることがないように、必要書類を含む採用選考情報を予め明示すること。 

 

（５）インターンシップ 

インターンシップとは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考

え方」（以下、「三省合意」という）では「学生が在学中に自らの専攻、将来

のキャリアに関連した就業体験を行うこと」としており、その実施にあたっ

ては、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」ⅳ及び「留意点

について」Ⅴを踏まえ、適切に実施すること。 

実施に当たり、特に以下の点について留意すること。 

①広報活動開始前に「インターンシップ」と称した会社説明会や実質的な 

採用選考活動とも捉えられるような行事等は厳に慎むこと、 

②現在、インターンシップとして行われているプログラムの中には、１日限

りで実質的に就業体験を伴わず企業説明の場となっているものもあること
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から、このようなプログラムはインターンシップと称さず、実態にあった

別の名称を用いること（当然、それらのプログラムの目的が広報活動であ

れば３月以降に、採用選考活動であれば６月以降に行うべきこと。）、 

③インターンシップの教育的効果を高めるため、大学等との連携の下、可能

な限り長期間（正規の教育課程としてのインターンシップであれば５日間

以上）のインターンシップを実施すること、 

④学生の学業を妨げることがないようその実施時期に十分配慮し、原則とし

て夏休み、冬休み、春休みなど授業のない時期、曜日、時間帯で実施する

こと（ただし、大学の正規の教育課程としてのインターンシップはこの限

りではない）、 

⑤原則、インターンシップの募集等で得られた学生の属性などの個人情報を

採用選考目的に利用しないこと。 

 

また、不適切な取組が行われていることを確認した場合には、各大学等に

おいて、今後の学生への指導等に使用することとしたい。 

なお、2020 年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開

始期日以後に実施されるインターンシップで、あらかじめ広報活動・採用選考

活動の趣旨を含むことが示されている場合には、この限りではない。 

 

（６）採用選考活動における評価 

採用選考において、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることは

重要であるため、卒業・修了前年度までの学業成果を表す書類(例えば成績証

明書や履修履歴等)を選考の早期の段階で取得し、採用面接等において積極的

に活用することにより、学生の学修成果や学業への取組状況を適切に評価す

ること。 

 

（７）学生の健康状態への配慮 

   採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たるため、学生のクールビズ等へ

の配慮を明示すること。 

 

（８）卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱いについて 

意欲や能力を有する若者に応募の機会を広く提供する観点から、若者雇用促

進法に基づく指針の趣旨を踏まえつつ、自社の実情や採用方針に則って、大学

等の卒業・修了者が、卒業・修了後少なくとも３年間は新規卒業・修了予定者

の採用枠に応募できるような募集条件を設定するなど、適切な対応に努めるこ

と。 
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i  広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して

広く発信していく活動を指す。その開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは就職情報

会社の運営するサイトで学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。また、

会社説明会などのように、選考活動と異なり学生が自主的に参加又は不参加を決定すること

ができるイベントなどの実施に当たっては、その後の選考活動に影響しない旨を明示すると

ともに、学事日程に十分配慮すること。開始時点より前には、ホームページにおける文字や

写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数

に向けた情報発信にとどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した活動は行わないこ

と。なお、広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えない。 

 
ii  採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。具

体的には、選考の意思をもって学生の順位付けまたは選抜を行うもの、あるいは、当該活動

に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こうした活動のうち、時

間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。 

 
iii 2020 年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用活動の日程と重複する者など。 

 
iv  「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（平成 27年 12 月 10 日一部改正 文

部科学省、厚生労働省、経済産業省）（抜粋） 

インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行わ

れることにより、インターンシップ全体に対する信頼性を失わせるようなことにならない

よう、インターンシップに関わる者それぞれが留意することが、今後のインターンシップ

の推進に当たって重要である。 
 
v 「インターンシップの更なる充実に向けて 議論のとりまとめ」等を踏まえた「インターンシ

ップの推進に当たっての基本的考え方」に係る留意点について～より教育的効果の高いイン

ターンシップの推進に向けて～（平成 29 年 10 月 25 日 文部科学省、厚生労働省、経済産業

省）（抜粋） 

１．就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行うことは適切ではな

い 

インターンシップについては、就業体験を伴うことが必要です。一方で、いわゆるワン

デーインターンシップなど短期間で実施されるプログラムの中には、就業体験を伴わず、

企業等の業務説明の場となっているものが存在することが懸念されます。 

インターンシップの信頼性の確保や教育効果の向上のため、こうしたプログラムをイン

ターンシップと称して行うことがないようご留意ください。また、就業体験を伴わないプ

ログラムについては、インターンシップと称さず、実態に合った別の名称（例：セミナ

ー、企業見学会）を用いてくださいますようよろしくお願いいたします。 

２．より教育効果の高いインターンシップの推進を図る 

 （略） 

インターンシップを正規の教育課程に位置付ける場合には、「基本的考え方」に則りつ

つ、インターンシップの実施期間については、より教育効果を高める観点から、５日間以

上の実習期間を担保することが望まれます。 

地域の事情や企業規模等により、連続した５日間の実習が困難な場合は、事前・事後学

習との組み合わせや、５日間で複数の企業において実習を行う等の形態も可能であると考

えられますが、教育プログラムとして単位認定を行うものであれば、可能な限り連続した

５日間とするなど、一定期間のまとまりにより職業生活を体験することが有益であると考

えられます。 

 

                                                      


